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（公財）成田市農業センター

※対象は合併前の成田市内になります。

貸 し 借 り の 仕 組 み

農 地 の 貸 し 手 の メ リ ッ ト

➀ 農地を貸しても、農地法の許可が不要です。
➁ 手続きは農業センターが行うので、手間が
かかりません。
➂ 期間が終了すると、農業センターが責任を
持って農地をお返しします。
(更新することもできます。)

農 地 の 借 り 手 の メ リ ッ ト

➀ 契約した期間は安心して耕作できるので、
中長期的な営農計画が立てられます。
➁ 農業センターが事務手続きを行うので簡単
です。
➂ 利用権の再設定により継続して借りること
もできます。

農業センターでは、貸し借りを行なっている農地につい

て、その権利関係等に関する記録をしっかりと保管しま

す。また、貸し借りの期間が終了する時は、事前に貸し

手、借り手にその旨の通知がありますので、貸し借りを

更新するか、終了するか、その都度 決定できます。

期 間 終 了 前 に 通 知

農地を貸したい方・借りたい方
農業センターにご相談を！！

借り入れ 貸し付け

賃借料 賃貸（借）料

農業経営基盤強化促進法に基づく
農地所有者代理事業と
農地売買等事業の契約があります。

※ 農地所有者を代理して担い手と貸借の契約をします。

成 田 市
農業センター

（農地利用集積
円滑化団体）

委任契約 協議 ・ 調整

農地売買等事業
（転貸方式）

賃 借 料

権利移動

農地所有者代理
事業（代理権の付与）

貸し手 借り手


